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『市立野洲地域医療センター』

Yasu Community Medical Center

『市立野洲病院』

改め



これまでの経緯

平成28年10月 ・市民公募を実施 応募総数45件 ※上位3位は以下

・「野洲市民病院」「野洲市地域医療センター」「近江富士病院」等

平成29年 4月 ・「野洲市病院事業の設置等に関する条例」が施行

・第2条で新病院の名称を規定 「野洲市民病院」

・付則で現病院の名称を規定 「市立野洲病院」

令和 4年 8月 ・上記条例が一部改正

・第2条で現病院の名称を規定 「市立野洲病院」

・新病院の名称は定められず

令和 4年11月 ・「野洲市民病院整備 基本構想・基本計画」策定

―― 以降、基本構想・計画を基に「野洲市民病院」と公称 ――



名称に関する院内議論の概要

新病院の名に繋がる『体』は？
・「高度急性期医療と地域・在宅との間をつなぐ役割」「地域の診療所の後方支援」（R4.11基本構想）

・「整形外科とリハビリテーションに優位性を持つ、地域の中核的な医療機関」（R7.8議会答弁）

・「高齢者に多い複数疾患を診る総合診療や訪問診療を新病院の医療の基本機能に据える」（R7.8議会答弁）

・「新病院では総合診療を展開するコミュニティーホスピタル*となることを目標に」 （R7.8議会答弁）

*治療・予防・在宅療養支援を包括し、地域住民の暮らしと健康を守る安心の拠点


